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はしがき 
 

 知的財産研究科 1 年次における「意匠法特論」の講義(第 1 回)を念頭において作成

した。 

 

平成 26 年 9 月 4 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 

 

第二版はしがき 
 

 1-2-1．近時の裁判例を更新し、1-2-4．製品開発と知的財産を追加した。また、第 9

回～第 15 回において採り上げる裁判例について、検討すべき論点を追加した。 

 

平成 27 年 9 月 12 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 

 

第三版はしがき 
 

 すべての裁判例について検討すべき論点の見直しを行うとともに、履修の便宜のた

め裁判例ごとに「授業メモ」ページを設けた。 

 

平成 28 年 7 月 13 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 
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1. 意匠制度 
 

1-1. デザインを保護する法律 

 

 デザインを正面から保護する法律はいうまでもなく意匠法である。組物の意匠・動

的意匠・部分意匠のように客体の性質に適した保護の制度や関連意匠・秘密意匠のよ

うにデザインの開発に特化した保護の制度が用意されている。しかしながら、知的財

産法に分類される法律も、そのほとんどは何らかの形でデザインを保護している。保

護対象は各法によって異なるが、意匠法の保護対象と重複する部分がみられる。 

 

 
図 1 意匠権とその他の法律の特徴の整理1 

 

 存続期間の比較について図 2 に示した。意匠権の存続期間の終期は登録から 20 年で

あるが、特許権のそれは特許出願から 20 年である。意匠登録出願の審査に要する期間

は特許出願のそれよりも短いが、意匠登録出願と特許出願を同時に行った場合、意匠

権の存続期間は特許権のそれを包含することになろう。これによって、意匠権による

デザインの早期保護が可能になり、加えて特許権の登録後はデザインとして表出する

技術的思想の保護が可能となる。意匠権と特許権の知財権ミックス2が採り上げられる

所以である。 

                                                      
1 特許庁「ものづくり中小企業のための意匠権活用マニュアル」(2008 年)22 頁。特許権について、「出願

から一次審査までの期間」は「審査請求から一次審査までの期間」の誤りではないかと思われる。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/pdf/mono_manual/mono_ikkatu.pdf 
2 参考資料として、折井章=大塚啓生=岡崎博之=土井健二=岩城全紀「事例から考察する意匠制度活用に

ついて－特許と意匠の併用の観点から－」パテント Vol.66 No.11（2013 年）6 頁。財団法人知的財産研究

所「企業の事業戦略におけるデザインを中心としたブランド形成・維持のための産業財産権制度の活用

に関する調査研究報告書」（平成 23 年 2 月）。 
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2010_13.pdf 



意匠法特論(大塚) 

 2

 次に、商標法によるデザインの保護であるが、文字・図形・記号等と結合した立体

的形状あるいは人形・立像等の商標登録出願であれば格別3、立体的形状のみの商標登

録出願については、商標法 3 条 2 項の適用を受けて登録される事例がほとんどである4。

従って、商標法による保護を享受するためには、使用をされた結果需要者が何人かの

業務に係る商品であることを認識することができるに至る時間が必要となろう。しか

しながら、商標権が一旦登録されれば、10 年ごとに更新登録の申請をすることによっ

て半永久的に権利を維持することができる。 

 次に、著作権法によるデザインの保護であるが、団体名義の著作物の保護期間の終

期は公表後 50 年である。従って、意匠権や特許権よりもはるかに長期間の保護が与え

られるが、純粋美術と同視できる程度に美術鑑賞の対象とされると認められるものに

限られる5。 

 最後に、不正競争防止法による保護である。まず、不正競争防止法 2 条 1 項 3 号は

他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為を不正競争とする。但し、日本国

内において最初に販売された日から起算して三年に限られる。次に、不正競争防止法

2 条 1 項 1 号、2 号は周知又は著名な他人の商品等表示を使用等する行為を不正競争と

する6。 

 

 

図 2 存続期間の比較 

                                                      
3 株式会社不二家のペコちゃん人形(商標登録第 4157614 号)、学校法人早稲田大学の大隈重信像(商標登

録第 4164983 号)等。 
4 株式会社ヤクルト本社の乳酸菌飲料容器(商標登録第 5384525 号)、ザ・コカ－コーラ・カンパニーのコ

ーラ瓶(商標登録第 5225619 号)等。 
5 肯定例として神戸地姫路支判昭和 54 年 7 月 9 日無体集 11 巻 2 号 371 頁〔仏壇彫刻事件〕、東京地判昭

和 56 年 4 月 20 日判時 1007 号 91 頁〔アメリカ T シャツ事件〕等。否定例として仙台高判平成 14 年 7
月 9 日判時 1813 号 145 頁〔ファービー人形事件〕、東京地判平成 22 年 11 月 18 日平成 21 年(ワ)第 1193
号〔いす事件〕等。 
6 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号、2 号において商品の形態が商品等表示たりうることにつき東京地判平成

18 年 7 月 26 日判時判タ 1241 号 306 頁〔腕時計事件〕。但し、著名性の立証は困難を伴う。東京地判平

成 18 年 9 月 28 日判時 1954 号 137 頁〔耳かき事件〕、大阪地判平成 19 年 4 月 26 日判時 2006 号 118 頁〔連

結ピン事件〕、大阪地判平成 20 年 10 月 14 日判時 2048 号 91 頁〔マスカラ事件〕等。 

デザイン創作 製品発売 

意匠 

著作権 

商標 

特許 

不競法 2 条 1 項 3 号 

不競法 2 条 1 項 1 号、2 号 

審査期間 

存続期間(終了) 

存続期間(継続) 
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1-2. 意匠権と特許権 

 

1-2-1. 近時の裁判例 

 

 意匠権侵害と特許権侵害を同時に争った裁判例は多数存在する。特許権の客体は技

術的思想の創作であるから、デザインが異なってもその技術的思想が具現化されてい

る限り保護が及ぶ。従って、デザインの異なる製品を一つの特許権で保護することが

可能な場合がある。これに対して、意匠権は特定の物品について登録されたデザイン

とそれに類似するデザインしか保護しない。従って、異なるデザインの製品を保護す

るためには別途意匠権の登録を受ける必要がある。一方で、同一又は類似するデザイ

ンの製品であってもそこに具現化される技術的思想が相違すれば特許権による保護は

及ばない。意匠権侵害と特許権侵害を同時に争う場合には、被疑侵害品が登録意匠と

同一又は類似するデザインを実施しているとともに特許発明の技術的思想が具現化さ

れている必要がある。近時の裁判例を以下に例示する。 

 なお、意匠権と特許権の知財権ミックスにおいても、意匠権については本意匠と関

連意匠、全体意匠と部分意匠を組み合わせること、特許権については基本特許と周辺

特許を組み合わせることがより有効であることはいうまでもない。 
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①知財高判平成 25 年 2 月 1 日判時 2179 号 36 頁〔紙おむつ処理容器事件〕 
  意匠権侵害：× 特許権侵害：○ 
 
②知財高判平成 24 年 6 月 27 日平成 24 年(ネ)第 10011 号〔開蓋防止機能付
き密閉容器事件〕 
  意匠権侵害：× 特許権侵害：× 
 
③知財高判平成 23 年 3 月 28 日平成 22 年(ネ)第 10014 号〔マンホール蓋事
件〕 
  意匠権侵害：× 特許権侵害：○ 
 
④知財高判平成 22 年 12 月 13 日平成 21 年(ネ)第 10063 号〔ゴルフボール
事件〕 
  意匠権侵害：× 特許権侵害：× 
 
⑤知財高判平成 22 年 7 月 20 日平成 19 年(ネ)第 10032 号〔溶融金属供給用
容器事件〕 
  意匠権侵害：○ 特許権侵害：○ 
 
⑥大阪高判平成 22 年 5 月 21 日平成 21 年(ネ)第 2465 号〔鉄筋用スペーサ
ー事件〕 
  意匠権侵害：× 特許権侵害：× 
 
⑦知財高判平成 21 年 5 月 25 日平成 20 年(ネ)第 10088 号〔顕微鏡事件〕 
  意匠権侵害：○ 特許権侵害：○ 
 
⑧知財高判平成 21 年 1 月 28 日平成 20 年(ネ)第 10054 号〔廃材用切断装置
事件〕 
  意匠権侵害：× 特許権侵害：○ 
 
⑨大阪地判平成 20 年 1 月 22 日平成 19 年(ワ)第 2366 号〔マンホール蓋受
枠事件〕 
  意匠権侵害：○ 特許権侵害：○ 
 
⑩大阪地判平成 19 年 10 月 1 日平成 18 年(ワ)第 4494 号〔防災瓦事件〕 
  意匠権侵害：× 特許権侵害：× 
 
⑪知財高判平成 19 年 9 月 12 日平成 18 年(ネ)第 10069 号〔自動錠の本体側
金具事件〕 
  意匠権侵害：× 特許権侵害：× 
 
⑫大阪地判平成 19 年 4 月 19 日判時 1983 号 126 頁〔ゴーグル事件〕 
  意匠権侵害：× 特許権侵害：○ 
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1-2-2. 特許による画面デザインの保護 
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1-2-3. 特許による形態の保護 
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1-2-4. 製品開発と知的財産7 

 

                                                      
7 財団法人知的財産研究所「企業の事業戦略におけるデザインを中心としたブランド形成・維持のため

の産業財産権制度の活用に関する調査研究報告書」（平成 23 年 2 月）。 
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2010_13.pdf 
特許サマリーは(株)発明通信社による。 
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9．類否判断(1) 
 

9-1．衣装ケース事件(東京高判平 7・4・13 判時 1536・103) 

 

①事案の概要 

不正競争行為差止等請求、意匠権侵害行為差止等請求控訴事件 

上告審(棄却)：最判平成 8 年 9 月 26 日平成 7 年(オ)第 1565 号〔衣装ケース事件〕 

控訴審(取消、認容)：東京高判平成 7 年 4 月 13 日判時 1536 号 103 頁 

         〔衣装ケース事件〕 

第一審(棄却)：新潟地判平成 6 年 8 月 9 日判時 1536 号 108 頁〔衣装ケース事件〕 

 

②注目すべき争点(控訴審) 

「二 本件意匠とイ号ないしヘ号意匠との対比及び類否判断」 

 

③関連する論点 

(a)意匠法 24 条 2 項 

 最判昭和 49 年 3 月 19 日民集 28 巻 2 号〔可撓性伸縮ホース事件〕 

 

(b)混同説・創作説・修正混同説 

 同じく混同説に立ちながらも第一審棄却、控訴審認容 

 

 特許←（創作法）→意匠←（標識法）→商標 

    創作性の世界   識別力の世界 

    （当業者）    （需要者） 

    権利発生面    権利行使面 

 

(c)混同説 

 東京高判昭和 52 年 4 月 14 日判タ 364 号 281 頁〔スプレーガン事件〕 

 名古屋高判平成 3 年 7 月 10 日判時 1408 号 113 頁〔フェンス事件〕 

 東京地判平成 9 年 1 月 24 日知財集 29 巻 1 号 1 頁〔自走式クレーン事件〕 
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9-2．自走式クレーン事件(東京高判平 10・6・18 知財集 30・2・342) 

 

①事案の概要 

意匠権侵害差止等請求控訴、同附帯控訴事件 

控訴審(一部変更、棄却)：東京高判平成 10 年 6 月 18 日知財集 30 巻 2 号 342 頁 

           〔自走式クレーン事件〕 

第一審(一部認容、一部棄却)：東京地判平成 9 年 1 月 24 日知財集 29 巻 1 号 1 頁 

           〔自走式クレーン事件〕 

 

②注目すべき争点(控訴審) 

「四 本件意匠の要部」 

 

③関連する論点 

(a)意匠法 24 条 2 項 

 最判昭和 49 年 3 月 19 日民集 28 巻 2 号〔可撓性伸縮ホース事件〕 

 

(b)混同説・創作説・修正混同説 

 混同説に立つ第一審と修正混同説に立つ控訴審 

 

 特許←（創作法）→意匠←（標識法）→商標 

    創作性の世界   識別力の世界 

    （当業者）    （需要者） 

    権利発生面    権利行使面 

 

(c)修正混同説 

 大阪地判平成 6 年 7 月 19 日平成 5 年(ワ)第 8250 号〔脱臭剤容器事件〕 

 大阪地判平成 13 年 2 月 20 日平成 11 年(ワ)第 11203 号〔乗用自動車事件〕 
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10．類否判断(2) 
 

10-1．薬品保管庫事件(大阪高決昭 56・9・28 無体集 13・2・630) 

 

①事案の概要 

仮処分申請却下決定に対する抗告事件 

控訴審(棄却)：大阪高判昭和 56 年 9 月 28 日無体集 13 巻 2 号 630 頁 

      〔薬品保管庫事件〕 

第一審(却下)：大阪地決昭和 55 年 9 月 19 日無体集 12 巻 2 号 514 頁 

      〔医薬品保管庫事件〕 

 

②注目すべき争点(控訴審) 

「二 当裁判所の判断」 

 

③関連する論点 

(a)物品の類否判断 

  用途・機能・市場 

 

(b)裁判例 

 東京高判昭和 48 年 3 月 6 日判タ 306 号 258 頁〔卵容器事件〕 

  「卵容器」と「電球容器」は同一物品（用途○・機能○） 

 東京高判昭和 58 年 9 月 13 日判工 2561 の 36 頁〔道路用ブロック事件〕 

  「道路用ブロック」と「タイル」は類似物品（用途○・機能？） 

 大阪地判平成 15 年 4 月 15 日平成 14 年(ワ)第 457 号〔荷崩れ防止ベルト事件〕 

  「荷崩れ防止ベルト」と「布製ベルト」は類似物品（用途×・機能○） 

 知財高判平成 18 年 7 月 18 日平成 18 年(行ケ)第 10004 号〔スポーツ用シャツ事件〕 

  「スポーツ用シャツ」と「セーター」は類似物品（用途○・機能？） 

 東京地判平成 19 年 4 月 18 日平成 18 年(ワ)第 19650 号〔増幅器付スピーカー事件〕 

  「増幅器付スピーカー」と「増幅器」は類似物品（用途？・機能○） 

 

 知財高判平成 17 年 10 月 31 日平成 17 年(ネ)第 10079 号〔カラビナ事件〕 

  「登山用具」と「キーホルダー」は非類似物品 

  一般需要者が混同するか否か。 
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10-2．化粧用パフ事件（大阪地判平 17・12・15 判時 1936・155) 

 

①事案の概要 

実用新案権侵害差止等請求控訴事件 

控訴審(棄却)：大阪高判平成 18 年 5 月 31 日平成 18 年(ネ)第 184 号〔化粧用パフ事件〕 

第一審(一部認容、一部棄却)：大阪地判平成 17 年 12 月 15 日判時 1936 号 155 頁 

             〔化粧用パフ事件〕 

 

②注目すべき争点(第一審) 

「１ 争点（１）（物品の類否）について」 

「４ 争点４（損害額）」 

 

③関連する論点 

(a)物品の類否判断 

 本来的用途・機能 

 混同を生じさせるおそれ 

 

(b)部分意匠における形態の類否 

 要部説・独立説 

 知財高判平成 19 年 1 月 31 日平成 18 年(行ケ)第 10318 号〔プーリー事件〕 

 

(c)意匠法 39 条 (損害額の推定等)における登録意匠の寄与度 

 東京高判平成 6 年 7 月 19 日知財集 26 巻 2 号 520 頁 

 〔ヘア・カーラー用クリップ事件〕 
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11．類否判断(3) 
 

11-1．スニーカー事件(知財高判平 20・5・28 平 19(行ケ)10402) 

 

①事案の概要 

審決取消請求事件 

第一審(認容)：知財高判平成 20 年 5 月 28 日平成 19 年(行ケ)第 10402 号 

      〔スニーカー事件〕 

審判(不成立)：無効 2006－88017 号 

 

②注目すべき争点(第一審) 

「１ 取消事由１（本件意匠と引用意匠１の類似性判断の誤り）について」 

 

③関連する論点 

(a)部分意匠と部分意匠との類否判断(意匠審査基準 71.9.1) 

 

(b)「当該意匠の態様が、その製造販売者を表示するいわばロゴマークに相当するもの

として、需要者に広く知られるに至ったような場合」 

 

(c)意匠の類否判断の手法（意匠審査基準 22.1.3.1.2） 

「（４） 形態の共通点及び差異点の個別評価」 

「（ⅱ） 先行意匠群との対比に基づく評価」 
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11-2．コンパクト事件(知財高判平 17・4・13 平 17(行ケ)10227 百選 53) 

 

①事案の概要 

審決取消請求事件 

第一審(棄却)：知財高判平成 17 年 4 月 13 日平成 17 年(行ケ)第 10227 号 

審判(不成立)：不服 2003－5705 号 

 

②注目すべき争点(第一審) 

「２ 部分意匠における類否判断の誤りについて」 

「３ 関連意匠における類否判断の誤りについて」 

 

③関連する論点 

(a)部分意匠の類否判断 

 実線部分における「破線部分起因差異点」と「実線部分固有差異点」 

 物品の形状と離れた平面における模様 

 

(b)関連意匠の類否判断 

 デザイン・コンセプトの共通性 

 関連意匠として出願された当該意匠の具体的な構成態様 

 

(c)部分意匠の意匠権の効力の範囲 

 要部説（通説）と独立説 

 

(d)意匠における物品と形態 

 一体説（通説）と可分説 
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12．意匠の範囲・意匠の利用 
 

12-1．車輪用ナット事件(東京地判昭 52・2・16 判夕 360・261) 

 

①事案の概要 

意匠権侵害排除請求事件 

第一審(棄却)：東京地判昭和 52 年 2 月 16 日判タ 360 号 261 頁〔車輪用ナット事件〕 

 

②注目すべき争点(第一審) 

「二 そこで、本件登録意匠とイ号物品の意匠の類否につき判断する。」 

 

③関連する論点 

(a)登録意匠の範囲 

 

(b)物品の理解 

 東京高判昭和 56 年 6 月 17 日無体集 13 巻 1 号 483 頁〔椅子事件〕 

 東京高判昭和 56 年 10 月 20 日無体集 13 巻 2 号 767 頁〔罐の提げ手事件〕 

 

(c)記載の省略 

 図面・意匠の説明 

 

(d)本件意匠の要部 

 ねじ溝・右側面 

 

(e)意匠制度における訂正審判の不存在 

 

(f)中間加工品・半製品 
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12-2．豆乳ろ過装置事件(名古屋高判昭 60・4・24 無体集 17・1・183) 

 

①事案の概要 

意匠権侵害行為差止等請求控訴事件 

上告審(棄却)：最判昭和 61 年 11 月 21 日判例工業所有権法 825 頁〔豆乳ろ過装置事件〕 

控訴審(棄却)：名古屋高判昭和 60 年 4 月 24 日無体集 17 巻 1 号 183 頁 

      〔豆乳ろ過装置事件〕 

第一審(棄却)：名古屋地判昭和 59 年 3 月 26 日無体集 16 巻 1 号 199 頁 

      〔豆乳ろ過装置事件〕 

 

②注目すべき争点(第一審) 

「２ 次に原告は、イ号装置のうち一次濾過筒装置部分は本件登録意匠に係る物品『豆

乳仕上機』に相当する物品であり、その用途および機能も豆腐造製工程において独立

したものを有しており、イ号装置は一次濾過筒装置部分と二次濾過筒装置部分に截然

と区別しうるから、イ号意匠は本件登録意匠を利用したものである旨主張し、成立に

争いのない甲五号証（鑑定書）中にもそれにそう記載がある。」 

 

③関連する論点 

(a)利用関係 

 大阪地判昭和 46 年 12 月 22 日無体裁集 3 巻 2 号 414 頁〔学習机事件〕 

 大阪高判平成 10 年 9 月 25 日平成 9 年(ネ)第 606 号・第 646 号〔鋸の背金事件〕 

 神戸地判平成 9 年 9 月 24 日平成 7 年(ワ)第 1847 号〔細幅レース地事件〕 

 

(b)独立取引性 

 東京地判平成 16 年 10 月 29 日判時 1902 号 135 頁〔ラップフィルム摘み具事件〕 

 東京高判平成 15 年 6 月 30 日平成 15 年(ネ)第 1119 号〔減速機事件〕 

 大阪地判平成 20 年 9 月 11 日平成 19 年(ワ)第 1411 号〔超音波スピンドル事件〕 
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13．先使用権・独占的通常実施権 
 

13-1．汗取バンド事件(東京地判平 3・3・11 判例工業所有権法 6558) 

 

①事案の概要 

意匠権侵害差止請求事件 

第一審(棄却)：東京地判平成 3 年 3 月 11 日判例工業所有権法 6558 頁 

      〔汗取バンド事件〕 

 

②注目すべき争点(第一審) 

「一 仮に被告製品が本件意匠権の意匠に係る物品である汗取バンドであつて、被告

製品の意匠が本件意匠に類似するものであるとしても、次のとおり、被告岩澤産業は、

本件意匠を知らないで、自ら被告製品の意匠の創作をし、又は被告製品の意匠の創作

をした者から知得して、本件意匠の意匠登録出願の際現に日本国内において被告製品

の意匠の実施である事業又はその事業の準備をしていたものであるから、本件意匠権

について通常実施権を有するものというべきである。」 

 

③関連する論点 

(a)事業の準備 

 最判昭和 61 年 10 月 3 日民集 40 巻 6 号 1068 頁〔ウオーキングビーム事件〕 

 大阪地判昭和 58 年 10 月 28 日判タ 514 号 308 頁〔取り付け用通風器事件〕 

 

(b)先使用権の範囲 

 最判昭和 61 年 10 月 3 日民集 40 巻 6 号 1068 頁〔ウオーキングビーム事件〕 

 大阪地判平成 12 年 9 月 12 日判時 1748 号 164 頁〔包装用かご事件〕 

 

(c)先使用権の援用 

 最判昭和 44 年 10 月 17 日民集 23 巻 10 号 1777 頁〔地球儀型ラジオ事件〕 

 千葉地判平成 4 年 12 月 14 日知的裁集 24 巻 3 号 894 頁 

 〔建築用板材の連結具事件〕 

 

(d)先使用の時期 

 「もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際」 

 季節商品等 
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13-2．ヘアーブラシ事件(大阪高判昭 61・6・20 無体集 18・2・210) 

 

①事案の概要 

損害賠償等請求控訴事件 

控訴審(一部変更、一部棄却)：大阪高判昭和 61 年 6 月 20 日無体集 18 巻 2 号 210 頁 

             〔ヘアーブラシ事件〕 

第一審(一部認容)：大阪地判昭和 59 年 12 月 20 日判時 1138 号 137 頁 

        〔ヘアーブラシ事件〕 

 

②注目すべき争点(第一審) 

「第二意匠権関係」 

「二」「３ そこで完全独占的通常実施権（予備的に債権者代位権）に基づく差止・損

害賠償請求の可否について判断する。」 

 

③関連する論点 

(a)独占的通常実施権者の地位 

 差止請求不可、損害賠償請求可 

 例外：独占的通常実施権者に債権者代位による差止請求を認容 

 東京地判昭和 40 年 8 月 31 日判タ 185 号 209 頁〔工作機械の工具支持器事件〕(特) 

 東京都判平成 14 年 10 月 3 日平成 12 年(ワ)第 17298 号〔蕎麦麺の製造方法事件〕(特) 

 

(b)侵害排除義務が存する場合の債権者代位(民法 423 条)による差止請求の可能性 

 

(c)推定規定の適用 

 損害の額の推定等 

  ○大阪高判昭和 55 年 1 月 30 日無体集 12 巻 1 号 33 頁〔植毛器事件〕(実) 

  ×東京高判昭和 56 年 3 月 4 日無体集 13 巻 1 号 271 頁〔擬餌事件〕(意) 

  ○大阪地判平成 3 年 12 月 25 日判例工業所有権法 8353 の 18 頁 

  〔SACHICO CLUB 事件〕(商) 

  ○大阪高判平成 4 年 12 月 4 日知的裁集 24 巻 3 号 881 頁〔二軸強制混合機事件〕(特) 

  ○東京地判平成 10 年 5 月 29 日判時 1663 号 129 頁〔O 脚歩行矯正具事件〕(実) 

  ×東京地判平成 15 年 6 月 27 日判時 1840 号 92 頁〔花粉のど飴事件〕(商) 

 過失の推定 

  ×大阪高判昭和 57 年 9 月 16 日無体集 14 巻 3 号 571 頁〔鋸用背金事件〕(意) 

  ○東京地判平成 10 年 5 月 29 日判時 1663 号 129 頁〔O 脚歩行矯正具事件〕(実) 

  ○大阪高判平成 12 年 12 月 1 日判タ 1072 号 234 頁〔薬剤分包用紙の芯管〕(実) 

 

(d)認定された損害額の妥当性 
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14．意匠権の侵害 
 

14-1．たまごっち事件(東京地判平 10・2・25 判夕 973・238) 

 

①事案の概要 

不正競争行為差止等請求事件 

第一審(一部認容)：東京地判平成 10 年 2 月 25 日判タ 973 号 238 頁〔たまごっち事件〕 

 

②注目すべき争点(第一審) 

「第二請求原因２（意匠権に基づく請求）について」 

 

③関連する論点 

(a)請求原因 

 イ号商品：不正競争防止法 2 条 1 項 1 号・3 号(差止請求・損害賠償請求) 

 ロ号商品・ハ号商品：意匠権侵害(差止請求のみ) 

 

(b)ハ号商品の類似性 

 

(c)意匠早期審査・早期審理制度 

 特許庁「意匠早期審査・早期審理制度」。 

 http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/isyou_soukisinri.htm 
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14-2．クッキングテーブル事件(大阪地判平 9・12・25 判決速報 273・13) 

 

①事案の概要 

意匠権侵害差止等請求事件 

第一審(一部認容、一部棄却)：大阪地判平成 9 年 12 月 25 日平成 7 年(ワ)第 7482 号 

             〔クッキングテーブル事件〕 

 

②注目すべき争点(第一審) 

「一 争点１（被告意匠は、本件登録意匠に類似するものであるか）について」 

 

③その他の論点 

(a)需要者 

 ホテル、ホテルの客、ホテルの購買担当者、ホテルの調理人 

 大阪高判平成 18 年 8 月 30 日判時 1965 号 147 頁〔手さげかご事件〕 

 知財高判平成 21 年 1 月 27 日平成 20 年(行ケ)第 10332 号〔基礎杭事件〕 

 

(b)物品の目的、使用態様、機能及び種類等 

 東京高判昭和 53 年 8 月 30 日無体集 10 巻 2 号 436 頁〔リーマ事件〕 

 

(c)被告意匠の認定 

 イ号～ヌ号図面には背面図がない。 

 

(d)謝罪広告 
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15．間接侵害・損害賠償 
 

15-1．足場板用枠事件(東京地判平 9・12・12 判時 1641・115) 

 

①事案の概要 

意匠権侵害差止等請求控訴事件 

控訴審(棄却)：東京高判平成 10 年 6 月 24 日平成 9 年(ネ)第 5947 号〔足場板用枠事件〕 

第一審(棄却)：東京地判平成 9 年 12 月 12 日判時 1641 号 115 頁〔足場板用枠事件〕 

 

②注目すべき争点(第一審) 

「六 間接侵害について」 

 

③関連する論点 

(a)社会通念上経済的、商業的ないしは実用的であると認められる用途 

 東京地判昭和 56 年 2 月 25 日無体集 13 巻 1 号 139 頁〔交換レンズ事件〕(特) 

 

(b)手摺柱 

 ポール(A 意匠) 短棒ラージテッスル(B 意匠) 長棒ラージテッスル(C 意匠) 

 

(c)横手摺 

 

(d)補強杆 
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15-2．ヘア・カーラー用クリップ事件(東京高判平 6・7・19 知財集 26・2・520) 

 

①事案の概要 

意匠権侵害差止等請求控訴事件 

控訴審(変更)：東京高判平成 6 年 7 月 19 日知財集 26 巻 2 号 520 頁 

      〔ヘア・カーラー用クリップ事件〕 

第一審(棄却)：東京地判平成 4 年 6 月 15 日昭和 63 年(ワ)第 2874 号 

      〔ヘア・カーラー用クリップ事件〕 

 

②注目すべき争点(控訴審) 

「五 被控訴人には本件意匠権に対する前記侵害行為について過失があったものと推

定されるところ、この推定を覆すに足りる主張、立証はないから、被控訴人は、控訴

人に対し、右侵害行為により控訴人が被った損害を賠償すべき義務がある。」 

 

③関連する論点 

(a)被告利益に対する侵害品の寄与度 

 原価・使用・美感 

 大阪高判平成 18 年 5 月 31 日平成 18 年(ネ)第 184 号〔化粧用パフ事件〕 

 数値化は困難だが、当該意匠の売上への寄与度(顧客吸引力)を考慮すべきか。 

 

(b)セットの利益率 2.4％は本当か。 

 セットにおけるクリップの原価率 1.8％ 

 

(c)現行商品( http://www.vinar.jp/ ) 

 ビナール モイスチャーカーラー   13,300 円(税別) 

 モイスチャーカーラー4 本+ビナールクリップセット 800 円～1,200 円(税別) 

 

(d)損害の額 

 (セットに含まれるクリップ数×原告の利益率)ではどうか。 

 

(e)裁判例 

 東京地判平成 24 年 6 月 29 日判時 2193 号 91 頁〔エーシーアダプタ事件〕 

 大阪地判平成 24 年 3 月 15 日平成 22 年(ワ)第 805 号〔タイルカーペット事件〕 

 大阪地判平成 23 年 9 月 15 日平成 22 年(ワ)第 9966 号〔マニキュア用やすり事件〕 

 大阪地判平成 22 年 8 月 26 日平成 20 年(ワ)第 8761 号〔測量地点明示プレート事件〕 
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